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一 般 質 問 通 告 一 覧 表 
 

  通  告  順 
 

 

議   員   氏   名  
 

１ 本 田 芳 枝 

２ 田 川 正 治 

３ 長   義 晴 

４ 小 池 弘 基 

５   久 我 純 治 

６   山 脇 秀 隆 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通告順 ＮＯ．１ 質問者 ７番 本 田 芳 枝 
 

質 問 事 項 

 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手

 

 

粕屋町子ども読書活

動推進計画の第２次

策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災計画の見直しに

ついて 

 

 

 

 

 

 

会議の公開について 

          

 

 第２次策定に第１次の実績をどう活かすか、また計画の目

標に向かって新たな視点での事業の展開について 

 

（１）第１次の具体的な取り組みの進捗状況 

  ア 読書活動推進の各期ごとの総括は 

・乳児期、幼児期、少年期、青年期 

  イ 施設・設備などの諸条件の整備・充実 

・ 図書館、学校図書館、公民館 

  ウ 連携・協力・ネットワーク化など 

・ 図書館と地域 

・ 図書館と各小・中・高等学校との連携 

  エ 理解と関心の広まりに関して 

・ 家庭・学校・図書館 

（２）第２次計画の策定の取り組みについて 

 

 ６月議会で見直し中との答弁をなされたが、その後の動き

を問う。 

 

（１）防災会議について 

   メンバー、開催日、内容、女性委員は 

 

（２）災害時要援護者登録とその運用について 

 

 ４年前の町長の公約の中に「町民に情報をオープンに開示

して町民と一緒になって活発な話し合いを」とありました。 

 その後、２１年の８月に会議の公開についての要綱ができ

ましたが不十分なままです。その後の動きについて。 

 

（１）審議会などの公開で、ホームページに審議内容が掲載

されているものがあるが、内容の周知にあたって公表す

るものとしないものの基準は 

 

（２）傍聴について 
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総務部長

 

 

 

 

 

 

 

町  長
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通告順 ＮＯ．２ 質問者  ３番 田 川 正 治 
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

質問の相手

 

 

東日本大震災の教訓を

生かした粕屋町の防災

対策の進捗状況につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低所得者に対して、国

や県、町の救済制度を

徹底し、負担を軽減す

ることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①６月議会で質問した、宇美町と志免町が実施している河

川の水量がホームページからアクセスして監視できるラ

イブカメラの設置を 

 

②避難警告が全町民に聞こえるために、防災無線を使った

サイレンでの警告を 

 

③高齢者や障害者など、災害時に手助けが必要な「要援護

者」への避難先などの個別計画の策定を 

 

 ④篠栗町が九州整備局と締結した「大規模災害時の応援協

定」を粕屋町も締結して国からの支援を 

 

 

 ①熱中症対策について、町としてどのように取り組んだか 

  

 ・社会福祉協議会の「生活福祉資金」制度の貸付を活用し

たエアコン設置について 

・生活保護の「一時扶助」制度を活用したエアコン設置に

ついて 

  

 ②失業・倒産などで収入が減少した入居者に「粕屋町営住

宅管理条例」第１６条に基づいた、家賃減免や徴収猶予

による負担減免の実施について 

 

 ③国民健康保険法第４４条に基づく、病院窓口の一部負担

軽減の減免制度を７月１日から実施しているが、どのよ

うに周知徹底しているか 

 

 ④「地デジ難民」と言われる人が高齢者や低所得者、そし

て生活保護者や町民税非課税世帯に生まれており、周

知・徹底不足と言われています。町はどのように取り組

んできたのか、また今後の対策は 

 

 

 

町  長

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

町  長

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 
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通告順 ＮＯ．３ 質問者 ４番 長   義 晴 
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手

 

 

篠﨑町長２期目の出馬

について 

 

 

 

 

行政区の再編と適正な

組合世帯数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．２期目に対する決意について 

 

①１期４年間の目指した政策に対する成果と反省 

 

②２期目の目標とされる町政は何か 

 

１．行政区の標準世帯数について 

  

  ①世帯数１，０００戸以上の行政区が２４行政区の内６行

政区あるが、町の指導は考えてあるのか 

 

  ②分区される時の標準世帯数５００戸と聞いているが、今

後再編の考えはあるのか 

  

２．行政区の標準組合世帯数の指導は検討されたのか 

 

  ①町全体の組合数は２４７で１００世帯以上の組合が５０

あり、大隈区門松組合は３３２世帯と行政区並みの世帯

数であるが、町の指導はされたのか 

 

町  長 
 

 

 

 

 

町  長

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 通告順 ＮＯ．４ 質問者 ２番 小 池 弘 基  
 

質 問 事 項 

 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手

 

 

第４次後期基本計画 

における指標（目標

値）に対する23年度の

具体的な対策と進捗状

況について 

  

１．秩序ある都市創造の推進 

 ①土地区画整理事業の目標達成への進捗状況を尋ねます。 

  特に、粕屋中学校周辺について 

 ②福岡東環状線延伸事業の進捗状況を尋ねます。 

 ③ＪＲ福北ゆたか線の新駅構想に対する進捗状況を尋ねま

す。 

 

２．快適な交通環境の創造 

 ①都市計画道路の整備率に対する進捗状況を尋ねます。 

 ②道路幅4.0ｍ未満の割合に対する進捗状況を尋ねます。 

 ③歩道設置率に対する進捗状況を尋ねます。 

 

３.エコタウンかすやの構築推進 

 ①１日１人あたりのゴミ排出量に対する進捗状況を尋ねま

す。 

 ②古紙類集団回収団体数の進捗状況を尋ねます。 

 

４.クリーンタウンかすやの実現 

①環境美化作業参加者数に対する進捗状況を尋ねます。 

 

 
都市政策部長

 

 

 

 

 

 

  〃 

 

 

 

 

  〃 

 

 

 

 

  〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通告順 ＮＯ．５質問者 ５番 久 我 純 治 
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手

 

 

街路樹（植樹帯）の手

入れ又管理について 

 

 

 

 

敷縄池の管理とヒシ草

の除草について 

 

 

 

 

 

 粕屋町は、色々な通りに名前を付けて街路樹が植っていて 

他町には少ない景観でとてもいい事です。 

 駕与丁公園の桜、役場前の桜並木、江辻の銀杏並木、長者

原の欅通り等とても立派ですが、その管理、手入れについて

お尋ねします。 

 

 粕屋町内には、駕与丁、古大間、新大間、 阿恵大池、毛

田池、敷縄池等数多くの池があり、農業用水や雨水対策にな

っていると思います。 

 その中の敷縄池のヒシ草の管理、除草についてお尋ねしま

す。 

 
都市政策部長

 

 

 

 

 

  〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通告順 ＮＯ．６ 質問者 １３番 山 ・ 秀 ・ 
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手

 

 

今後の町づくりについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校図書館の人的・物

的整備状況について 

 

 本年6月に、スポーツ振興法が50年ぶりに全面改正されま

した。「スポーツを通じて幸福で豊な生活を営むことは、す

べての人々の権利」とする権利規定が記され、国が挙げて施

策を推進する方針が示されました。町長の任期が終え、この

１期４年間の町民の審判を受ける町長選挙が行われます。 

 行財政改革を引き継ぎ、部長制の導入や、電子自治体の構

築など、改革にふさわしい改革元年を成し遂げてきたこと

は、評価に値するものと思います。しかしながら、町を活性

化させる手立てはなかなか是といった目新しいものは見えま

せんでした。そこで粕屋町の地の利を活かして、スポーツで

町の活性化に重点を置いた施策を提案します。 

 

 ①駕与丁公園を主体にしたドームと連動したスポーツ施設

の構築 

 

 ②長者原駅、酒殿駅、門松駅からと福岡、須恵インター、

粕屋都市高速インターからのアクセス道の整備 

 

 ③人の移動増加による中小零細企業の誘致 

  

 ④シャトルバスの運行 

 

 平成19年度から23年度の5年間で、学校図書標準の達成を

目指す「新学校図書館図書整備5ヵ年計画」が施行され

ています。本年度最終年となる粕屋町の整備状況を聞き

ます。 

 

 ①学校図書館における人的整備状況は。 

 

 ②学校図書館における物的整備状況は。 

 

 ③読書活動の状況は。 

 

  

町   長
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